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第１章 後期基本計画の基礎情報

１
１ 基本構想の概要

基本理念は、本町が将来に向けたまちづくりを進めるに当たっての基本的な考え方を示す
ものです。

第６次杉戸町総合振興計画では、基本理念を「みんなで考え、行動することで、よりよい「杉
戸」をつくる」と定め、行政や町民はもちろんのこと、杉戸町で働く人や杉戸町のことを知っ
ている人、杉戸町に興味のある人など、杉戸町にかかわるすべての人が、まちの課題に取り
組むために「考え、行動する」ことで、よりよい杉戸町をつくることを目指します。

（１）	まちづくりの基本理念
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みんなで育てるまち　すぎと

～自然とやさしさがあふれるまちへ～

将来像の言葉に込められた意味

（２）	まちの将来像

みんなで育てる

住民一人ひとりが家庭や地域、職場など様々な場所で、まちづくりにかかわり、身近
なことや小さなことからでも、考え、行動していくことで、これからの杉戸町を元気で
魅力あるまち、愛着を持てるまちにしていくことを表現しています。

また、杉戸町にはたくさんの資源がありますが、その中には「芽が出ていない資源」
も数多くあります。こうしたまちの魅力ある資源をみんなで見つけ、育てていくという
意思も込められています。

自然とやさしさ

町に残る豊かな自然を守りながら、魅力的な活用を図っていくとともに、誰もがお互
いに助け合い、共に歩んでいくことができるやさしさを持ち続けることによって、安心
して住み続けることができるまちを目指していきます。
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本町が目指すまちの将来像とともに、実現を目指す 10 年後のまちの姿を、具体的な８つの
「未来像」（分野ごとの施策の柱）として位置付けました。

なお、本計画では、社会潮流及び本町を取り巻く状況を踏まえ、未来像について前期基本
計画より一部更新を行っています（未来像３、未来像８）。

（３） まちの未来像

未来像 1 まちぐるみで子育てに関わり応援できるまち　＜子育て＞

未来像２ こどもたちに未来を拓く力を育むまち　＜学校教育＞

未来像３ 生涯を通じて学び、郷土とひとに愛着を持てるまち　＜社会教育・共生＞

未来像４ 自らの健康を守りながら安心して暮らせるまち　＜健康・福祉＞

未来像５ 地域がつながり、安全で災害に強いまち　＜防災・交通・防犯＞

未来像６ 魅力ある産業を育み、発信できるまち　＜産業・情報発信＞

未来像７ 機能的で自然と調和した快適なまち　＜都市基盤・環境＞

未来像８ 持続可能な町政運営を推進するまち　＜行財政運営＞
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第２章 後期基本計画の基礎条件

１
１ 土地利用構想

土地は、将来にわたる生活や生産活動の基盤であり、長期的視点に立った合理的かつ効率
的な利用を図っていくことが重要となります。そのため、住宅、農業、商業、工業、都市公
園の各ゾーンに分けて土地利用の方向を定め、適正な土地利用への誘導を図ります。

また、これらの骨格となる土地利用の方向性に加え、新たな土地利用の検討を図るべき区
域については、それぞれの区域の特性を踏まえ、効果的・発展的な土地利用を誘導します。

具体的な土地利用の推進に当たっては、国土利用計画法、都市計画法、農業振興地域の整
備に関する法律などの土地利用関係法の適切な運用に努めるとともに、土地利用に関する各
種計画との整合を図ります。

（１） 土地利用の基本方針

（２） ゾーン別の方向性

① 住宅ゾーン

中央地区や西地区などの既存の市街地については、未利用地の有効活用等などにより定住
機能の強化に努めるほか、適正な用途区分や地区計画のもと、良好な住宅地の供給と居住環
境の向上を図ります。

② 農業ゾーン

優良農地の確保や保全に努めるとともに、農地集積の促進による農業経営の大規模化など、
効率的な生産基盤の強化を図ります。

③ 商業ゾーン

東武動物公園駅東口通り線を中心とした地域においては、「町の玄関口」として、都市計画
道路整備の推進とそれに併せた周辺の公共用地の活用により、にぎわいのある、居続けたく
なる商業環境の構築に努めます。

また、杉戸高野台駅周辺においても、引き続き地区計画による商業環境の構築に努めます。

④ 工業ゾーン

良好な産業環境を確保しながら効果的・効率的な工業の振興を図ります。
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⑤ 都市公園

都市公園を中心に、周辺の地域を交流の場、地域活性化の場として活用します。

⑥ 農業活性化・交流ゾーン

アグリパークゆめすぎとを中心に周辺の地域を農業活性化や交流の場として活用します。

⑦ 沿道商業ゾーン

商業施設などの適正な立地に努め、商業環境の維持・保全を図ります。

⑧ 土地利用検討ゾーン

町の活性化に寄与する土地利用について検討を行います。

【土地利用構想図】
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１
２ 人口フレーム

本町では、出生数は令和元（2019）年までは減少傾向でしたが、近年は横ばいに転じてい
ます。また、人口の社会増減については、20 歳代が転出超過となっています。推計の方法と
して、ある年度の人口をもとに、将来に向かって、加齢、出生、死亡、移動（転出入）の要
素を推計しました。また、人口推計を行うに当たり、基本を中位推計としつつ、状況が好転
した場合を想定した高位推計、条件が悪化した場合の低位推計と、３つのパターンで推計を
行いました。

中位推計では令和 32（2050）年には約 3.1 万人、令和 52（2070）年には約 2.1 万人に
なると予測されます。

令和５（2023）年に推計された、国立社会保障・人口問題研究所の推計結果は、令和 32
（2050）年には約 3.0 万人となり、中位推計とほぼ同数となります。

（１）　将来人口推計

【将来人口の推計】

・国立社会保障・人口問題研究所の推計の 2023 年部分は 2020 年の値とする。また、同推計は 2050 年までしかされていない。
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年少人口及び生産年齢人口の割合が減少しますが、生産年齢人口は令和 37（2055）年以
降ほぼ横ばいとなります。年少人口は令和 47（2065）年まで割合が減少します。

前期高齢者の比率は、令和 27（2045）年がピークとなり、その後減少します。後期高齢
者の比率は、令和 42（2060）年まで増加することが見込まれます。

（２）　年齢別構成比の推移（中位推計）

【年齢別構成比の推移（中位推計）】
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第３章　　後期基本計画

基本計画は、基本構想で定められた「まちの将来像」について、その姿に到達するために
現状を把握した上で、今何をするべきかという考えで構成されています。
「まちの未来像」とは、まちの将来像の実現のために『みんなで考え、行動することで、よ

りよい「杉戸」をつくる』という基本理念に基づき、町が目指すべき部門別のまちづくりの
方向性や手段を示すものであり、「主要施策」とは未来像の目標達成のための手段となってい
ます。

１
１ 施策体系

まちの将来像の実現に向け、より効果的な政策展開を図るため、８つの「未来像」と、各「未
来像」を具体的に展開する「主要施策」をそれぞれ以下のとおり設定します。

未来像 主要施策

１　まちぐるみで子育てに関わり
　　応援できるまち　＜子育て＞

施策１ 安心して出産や育児ができる環境づくり
施策２ 地域ぐるみで子育てができる環境づくり
施策３ 子育て家庭への支援

２　こどもたちに未来を拓く力を育む
　　まち　＜学校教育＞

施策４ 確かな学力と自立する力の育成
施策５ 豊かな心と健やかな体の育成

施策６ 質の高い学校教育の推進と教育環境の
整備・充実

施策７ 家庭・地域と一体となった教育の推進

３　生涯を通じて学び、郷土とひとに
　　愛着を持てるまち　
　　＜社会教育・共生＞

施策８ 自ら学べる環境の充実
施策９ 町の歴史・文化の保存と活用
施策 10 多様なスポーツ活動の普及促進
施策 11 青少年の健全育成
施策 12 人権と多様性の尊重
施策 13 国内外交流・多文化共生の推進
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未来像 主要施策

４　自らの健康を守りながら安心して
　　暮らせるまち　＜健康・福祉＞

施策 14 自主的な健康維持の促進
施策 15 地域医療体制の充実
施策 16 地域で支え合い、助け合う体制づくり
施策 17 高齢者福祉の推進
施策 18 障がい者福祉の推進
施策 19 安定した社会保障制度運営

５　地域がつながり、安全で災害に
　　強いまち　＜防災・交通・防犯＞

施策 20 様々な災害に備えたまちづくり
施策 21 身近な安心・安全の確保
施策 22 空き家対策の推進

６　 魅力ある産業を育み、発信
　　 できるまち　＜産業・情報発信＞

施策 23 農業振興と 6 次産業化の推進

施策 24
       　

商工業振興と起業にチャレンジできる
支援体制の整備

施策 25 魅力ある雇用の創出
施策 26
           

地域資源の掘り起こしと活用による
観光振興

施策 27
       　

人を惹きつける魅力的な
シティプロモーションの推進

７　 機能的で自然と調和した快適な
     　まち　＜都市基盤・環境＞

施策 28 快適で居心地の良い住環境の整備
施策 29 
　　 　

住民生活を支える計画的なインフラの 
維持・管理

施策 30 地域の実情に即した公共交通網の確立
施策 31 安定したごみ処理の実施
施策 32 豊かな自然の保持と継承
施策 33 地球温暖化対策の推進

８　 持続可能な町政運営を推進する
     　まち　＜行財政運営＞

施策 34
       　

町民参加のまちづくりの推進と地域の
人材・組織の支援

施策 35 健全な財政基盤の確立
施策 36 職員の資質向上・効果的な組織の実現
施策 37 効果的・効率的な行政運営



第
２
部

後
期
基
本
計
画

46

１
２ リーディングプロジェクト「スギトゴトプロジェクト」

今後見込まれる人口減少や少子高齢化の進展、生活様式や社会の価値観の変化がある中で、
まちの将来像「みんなで育てるまち　すぎと　～自然とやさしさがあふれるまちへ～」の実
現に向けて、実効性の高い取組の推進とともに、時代の変化に対応した柔軟な取組が必要です。

各施策を計画的に取り組むことはもちろんですが、基本理念である「みんなで考え、行動
することで、よりよい「杉戸」をつくる」という考え方を再認識し、杉戸町に住んでいる「定
住人口」だけでなく、働く人、通学する人、ゆかりのある人といった「関係人口」、観光など
で訪れる「交流人口」など、杉戸町に関わるすべての人である「みんな」で力をあわせて推
進すべき取組を定め、本計画を効果的に推進していくことを目的にリーディングプロジェク
トを設定します。

○「スギトゴトプロジェクト」とは

（１）　リーディングプロジェクト「スギトゴトプロジェクト」とは

本計画において、まちの将来像の実現を目指すために、「みんな」で取り組むように各未来
像を横断し、先導的な役割を果たすリーディングプロジェクトを「スギトゴトプロジェクト」
と呼称します。

まちに関わる「みんな」が家庭や地域、職場など様々な場所でまちにかかわり、一人ひと
りがスギトのコトを自分ゴトとして「考え、行動する」ことによって、杉戸町が元気で魅力
あるまち、愛着をもてるまちを目指します。

（２）　スギトゴトプロジェクトの目標値

スギトゴトプロジェクトを推進する上で、まちの将来像の実現へ近づくための指標として、
スギトゴトプロジェクトの目標値を設定します。

成果指標 現状値（R6） 目標値（R12）

町の住みごこちがよいと感じている割合 42.8％ 70.0％
町への愛着や親しみを感じている割合 62.4％ 70.0％
人口の社会増減 36 人 75 人
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１
３ スギトゴトプロジェクトの内容

（１）　みんなで「にぎわいづくり」プロジェクト

まちへの愛着をみんなで育み、その魅力を町内外に発信することで、まちに新たな人を呼
び込む好循環へと発展するよう推進します。

・シティプロモーション推進体制の整備
・移住・定住の促進
・ふるさと納税の推進

東武動物公園駅東口通り線の整備に合わせて、まちなかの回遊性を向上させるとともに、
ココティすぎとを中心とした多世代が憩い、交流できるまちづくりを推進します。推進に当
たっては、高校生・大学生など若者も含めて多様な人材が関われるように支援します。

・東武動物公園駅東口通り線周辺まちづくり構想と整備の推進
・旧日光街道杉戸宿を活用したにぎわいの創出と交流人口の増加
・町民が主体的に活動し、多世代間で交流できるコミュニティの活性化

■戦略的なシティプロモーションの推進（関連施策：施策 27）

■市街地のにぎわいづくりの推進
　　　　　　　　　　　　（関連施策：施策９、施策 26、施策 28、施策 34）
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手続きの負担軽減や、町民が利用しやすいデジタル町民サービスを提供することで、誰も
がデジタル化社会の恩恵を受けることができるように、DX（デジタル・トランスフォーメー
ション）を推進します。

・行政手続きの負担軽減と利便性の向上
・業務の効率化

（２）　みんなで「デジタルを使って便利に」プロジェクト

（３）　みんなで「くらしを守る」プロジェクト

空き家の減少や発生を防ぐ取組を、町民（地域）や民間企業等と連携して行います。
・計画的な空き家対策

■利用しやすいデジタル町民サービスの構築（関連施策：施策 37）

■老朽化するインフラの維持・管理（関連施策：施策 29、施策 31、施策 35）

■空き家対策の推進（関連施策：施策 22）

　町民の安心・安全な生活を守るため、環境センターの大規模改修をはじめ、計画的なインフ
ラの維持・管理に取り組みます。まちの将来を見据えて、資産である公共施設の管理や、未利
用町有地の有効活用について検討し、持続可能なまちづくりを進めます。
　・道路・上下水道などのインフラの計画的な維持・管理
　・環境センターの大規模改修
　・未利用町有地の有効活用の検討
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（４）　みんなで「農業を育てる」プロジェクト

町の農産物や加工品の魅力を高めるとともに、積極的にＰＲを行い、町民はもちろんのこと、
町外から人を呼び込み、農業の更なる活性化を図ります。

・アグリパークゆめすぎとの観光・交流拠点としての魅力向上
・農産物を活用した地域ブランドの開発
・生産基盤の強化と農地の有効活用

新たに農業にチャレンジする人を支援するとともに、農のサポーターの育成などみんなで
応援する環境をつくります。

・農業の担い手の確保
・農のサポーター育成

■農を生かした町の魅力向上（関連施策：施策 23、施策 26）

■農業の担い手の確保・育成（関連施策：施策 23）
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１
４ 各施策の内容

■施策の方針（目指す姿）
未来像が実現した姿として、
将来の本町において、目指す
べき姿を定めています。

■未来像の成果指標
目指す姿へ近づくための指標
として、各種取組の成果を確
認するための指標の現状値及
び目標値を記載しています。

■現状と課題
本町を取り巻く社会情勢や、
国・県・本町の統計データ、
法改正等を踏まえ、基本施策
の現状を整理するとともに、
未来像の課題を記載していま
す。

（ページ構成）
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■関連する SDGs
SDGs の 17 のゴール（目標）
のうち、施策と関連する目標
を示しています。

■施策の展開方法
施策ごとに本計画期間内にお
ける主要な取組内容を記載し
ています。

■主な取組
施策における具体的な取組や
事業を抜粋の上、記載してい
ます。

■関連する計画
施策に関連する個別計画等を
記載しています。

■未来像の実現に向けた
町民・地域・団体・事業者
のアクション（行動）
未来像の実現に当たって、町
民などに期待される協力内容
を示しています。
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未来像１ まちぐるみで　子育てに関わり　応援できるまち　＜子育て＞

施策の方針（目指す姿）

こどもが地域に見守られながら、健やかに成長できる
安心してこどもを産み育てることができる

■ 指     標 ■

成果指標 現状値（R6） 目標値（R12）

子育てしやすいまちと感じている町民の割合 67.8％ 75.0％

合計特殊出生率 1.05 1.05

こども家庭センター相談者数（実人数） 474 人 503 人

乳幼児健診受診率 97.1％ 97.6％

保育所（園）待機児童数 0 人 0 人

放課後児童クラブ待機児童数 0 人 0 人

子育て支援センター利用者満足度 85.5％ 90.0％

ファミリー・サポート・センター利用件数 925 件 982 件

子育て応援アプリ利用者数 1,057 人 2,089 人

■ 現状と課題 ■

・国全体で出生数が 70 万人を下回るような急速な少子化が進んでいる状況の下、本町の合計特
殊出生率は令和５（2023）年で 1.05 となっており、国の 1.20、埼玉県の 1.14 を下回ってい
る状況です。今後は、誰もが安心してこどもを出産し、育てることができる取組が必要です。

・保育ニーズに対する需要は年々高まっており、町民アンケート（町民一般）では、「安心して
出産や育児ができる環境づくり」へのニーズが高くなっています。そのため、保育士人材の確
保に努めるとともに、幼稚園や保育園などに代表される教育・保育サービスの充実を図りなが
ら、官民が一体となり連携・協力し合うことで、地域の中で子育てができる仕組みづくりが必
要です。

・初めて子育てをする人などが、育児に関する情報や知識を得られるよう、分かりやすい子育て
情報の発信が求められています。
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■ 主要施策 ■

施策 1 安心して出産や育児ができる環境づくり

1．こどもを産み育てやすい環境づくり

●こども家庭センターにおいて、児童福祉と母子保健が連携し子育てに関する相談や情報の提供な
どを一元的に行い、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実を図ります。

●誰もが安心して妊娠、出産、育児ができるよう、健康診査や面談による心身のケアを充実してい
くとともに、保健師等による訪問や相談などを通して子育てに対する不安の解消を図ります。

●退院直後の母子に対して心身のケアやサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体
制の確保を行う産後ケア事業の充実を図ります。

２．就学前教育・保育サービスの充実 

●町立幼稚園や保育園において、こどもを安心して預けられるよう安全な施設運営に努めるととも
に、一時預かりや病児保育、町立幼稚園での預かり保育や満３歳児保育など、ニーズに即した保
育サービスの充実を図ります。

●就労等により保育が必要な世帯に対し、安心して子育てができる環境を整えるため、民間認可保
育所や小規模保育事業所などと連携を図り、保育利用定員の拡大を図ります。

●学校施設の有効活用などによる定員の拡大や、保育時間の延長により、放課後児童クラブ運営の
充実を図ります。

主な取組 担当：子育て支援課、健康支援課、教育総務課

・母子健康診査の実施
・こども家庭センターの運営
・町立幼稚園・保育園の運営
・病児保育事業の実施
・放課後児童クラブの運営
・町立幼稚園再編計画の見直し

＜関連する計画＞
・杉戸町こども計画
・杉戸町健康増進計画・食育推進計画

関連する
SDGs
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施策 2 地域ぐるみで子育てができる環境づくり

1．気軽に相談できる環境づくり

●家庭、学校、地域、職場など、あらゆる分野で子育て支援への関心や理解を深め、誰もが子育て
に関わりながら、すべてのこどもが健やかに成長できる環境づくりを推進します。

●子育て世帯への支援のため、誰もが気軽に集い、交流や情報交換などにより、不安や悩みを相談
できる子育て支援センターの充実を図ります。

●子育て経験のある方など、地域住民による相互援助活動を推進し、ファミリー・サポート・セン
ター事業の充実を図ります。

●子育て支援サイトや子育て応援アプリによって地域の子育てに関する情報を共有できる環境づく
りを推進します。

●子育て支援センター・児童館の SNS でイベントや子育て講座の様子を発信することで、センター
等をより身近に感じてもらうきっかけづくりをしていきます。

２．こどもの居場所の充実

●こどもに健全な遊びを提供し、こどもの心身の健康を増進するとともに、すべてのこどもに自分
らしく過ごせる居場所を提供できるよう、多様な居場所の充実を図ります。

●こどもが社会の一員として、やりたいことを実現できるようこどもの自主性や社会性の向上に一
層努めます。

主な取組 担当：子育て支援課

・子育て支援センター、児童館の運営
・ファミリー・サポート・センターの運営
・子育て支援サイト、子育て応援アプリの運用

＜関連する計画＞
・杉戸町こども計画

関連する
SDGs
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施策 3 子育て家庭への支援

1．子育て家庭の経済的負担の軽減

●家庭の経済状態などによる子育てへの不安を減らすため、こども医療費や児童手当等の経済的な
支援の充実を図るとともに、食料支援や学習支援をはじめとした様々な子育て支援策を推進しま
す。

●ひとり親家庭等の経済的な自立に向け、各種助成制度や生活支援制度、就業支援制度の活用を促
進します。

２．配慮が必要なこども・家庭への支援

●要保護児童や障がい児をはじめ、援助を必要とするこどもと家庭に対するきめ細かな支援の充実
を図ります。

３．こどもの権利の尊重

●こどもの権利を守るため、児童相談所などの関係機関と緊密に連携し、児童虐待の防止を図りま
す。また、こども家庭センターにおいて、情報提供や相談対応などの総合的な調整を行い、継続
的な支援を実施します。

●本来大人が担うような家族のケアを行っているこども（ヤングケアラー）に対して、こどもの権
利を侵害されることなく、自分らしく過ごせるよう相談体制の充実と周知を図ります。

主な取組 担当：子育て支援課、健康支援課、学校教育課

・こども医療費の支給
・妊婦のための支援給付事業の実施
・出産・子育て応援事業の実施
・多子世帯保育料軽減事業の実施
・児童・生徒の就学援助

＜関連する計画＞
・杉戸町こども計画
・第６次杉戸町障がい者福祉計画・第７期杉戸町障がい福祉計画・第３期杉戸町障がい児福祉計画

関連する
SDGs
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■ 未来像１の実現に向けた町民 ・ 地域 ・ 団体 ・ 事業者のアクション （行動） ■

■　地域全体でこどもを見守る体制を醸成します。
■　出産や育児に関して相談できる仲間や地域をつくります。
■　子育てに関する情報を町民同士がＳＮＳ等を活用して、共有及び発信します。
■　子育てを終えた町民などが、子育てに関する経験や技術を生かして、様々な子育て支援に

協力します。



第６次杉戸町総合振興計画後期基本計画

第
２
部

後
期
基
本
計
画

59

未来像2 こどもたちに未来を拓く力を育むまち　＜学校教育＞

施策の方針（目指す姿）

質の高い教育の推進により、生きる力が育まれている
一人ひとりのよさや可能性が尊重され、安心して自分を伸ばすことができる

■ 指     標 ■

成果指標 現状値（R6） 目標値（R12）

主体的に学習に取り組む児童の割合（小学校） 90.2％ 95.0％

主体的に学習に取り組む生徒の割合（中学校） 82.5％ 90.0％

学校に行くのは楽しいと思う児童の割合（小学校） 85.5％ 95.0％

学校に行くのは楽しいと思う生徒の割合（中学校） 86.1％ 95.0％

将来の夢や目標を持っている児童の割合（小学校） 73.9％ 87.0％

将来の夢や目標を持っている生徒の割合（中学校） 71.5％ 74.0％

■ 現状と課題 ■

・国では今後の教育の方針として「持続可能な社会の創り手の育成」及び「日本社会に根差し
たウェルビーイングの向上」を掲げています。

・町民アンケート（子育て世帯）では、教育において力を入れるべき取組として、「基礎学力向
上のための取組み」が最も高く、次いで「英語教育・国際理解教育」、「学校関係施設の整備・
充実」となっています。また、満足度と重要度のグラフでは、「質の高い学校教育の推進と教
育環境の整備・充実」が、満足度はマイナスであるが重要度の高い項目となっています。変化
の激しい社会を生き抜くこどもたちに育むべき力は、町民が最も必要性を感じている「基礎学
力」を学びの土台にした「自立して学ぶ力」になります。「自立して学ぶ力」の要素となる学
習指導要領に示された資質・能力を、授業を中心とする教育課程全体を通して育むことで、「自
立して学ぶ力」が身に付き、どのような状況にあっても、夢や目標を見失わず、自ら学び、未
来の創り手となってたくましく生き抜く児童・生徒を育成する必要があります。こどもたちが
未来の創り手となる力を育むため、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善や教育環
境の整備・充実が求められています。

・こどもが抱える困難が多様化する中で、幸せや生きがいを感じながら安心して学べるよう、多
様な教育ニーズへの対応や地域と共にある学校づくりが求められています。
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■ 主要施策 ■

施策 4 確かな学力と自立する力の育成

1. 教育内容の充実

●児童・生徒の知識及び技能、思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力・人間性の向上を図る
ため、授業改善を中心とした学力向上プロジェクトや総合学力調査に基づく取組などにより児童・
生徒一人ひとりの学力（自立して学ぶ力）の向上を図ります。

●児童や生徒一人ひとりの将来の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力を育て、社会
の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していくためのキャリア教育を推進
します。

２. 教育体制の充実

●各学校の特色を生かした誇れる学校づくりを推進します。
●社会の変化に対応する人材を育成するため、タブレット端末を全児童・生徒に配布し、ＩＣＴを

活用した教育を推進するとともに、英語教育をはじめとしたグローバル化に対応する教育を推進
します。また、対面授業が困難な状況にあっても、ＩＣＴを活用して、学びの機会を保障します。

●新入児童を対象とした小学校見学等の交流を通して、幼児期の教育から小学校教育へのスムーズ
な移行を図るとともに、学習や生活に関する共通目標の設定など中学校区を単位として、学校間
が連携した小・中学校９年間の一貫した教育を推進します。

３. 多様なニーズへの対応

●障がいのある児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援し、生活や学習上の困難
を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育の充実を図ります。

●不登校等様々な状況のこどもたちの居場所・学習支援の場として、必要に応じて「少人数支援室」
を設置し、個別の支援の充実を図ります。

４. 就学前教育の質の向上

●幼稚園では、小学校以降のこどもの発達を見通し、様々な体験活動を通して自ら学ぶ意欲や社会
で適応する力の基盤を培っていきます。

関連する
SDGs
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主な取組 担当：学校教育課、子育て支援課

・学力向上プロジェクトの推進
・特色ある学校づくりプロジェクトの推進
・ＳＬＣＡ（杉戸町語学及び文化アドバイザー）の活用

＜関連する計画＞
・杉戸町こども計画
・第３次杉戸町教育大綱
・杉戸町教育行政重点施策
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施策 5 豊かな心と健やかな体の育成

１. 健やかな成長支援の充実

●こどもたちが心身ともに健全で、自らの未来を自分の力で切り拓いていくことができるよう、心
に響く道徳教育や地域とふれあう「すぎと・ふるさと学習」、将来の職業選択肢を広げるための
職場体験学習などを通して、郷土を愛する豊かな心や自立心の育成を図ります。

●ボランティア活動などの体験活動や自主的な活動を通じて、様々なことに興味を持つとともに、
課題解決能力の向上や豊かな人間性、価値観の形成を図ります。

●体を動かす心地よさを感じながら、幼児の興味・関心に合わせた遊びを楽しみ、自分なりの課題
を達成する経験を存分に積める幼児教育環境を整備します。

2. 幼児・児童・生徒の健康増進

●こどもたちが運動の特性に触れ、運動の楽しさを味わうことができるよう、発達の段階に合わせ
て、体力向上につながる授業づくりを推進するとともに、新体力テストの結果を踏まえた効果的
な体力づくりを推進し、総合的な体力の向上を図ります。

●食生活をはじめとした生活習慣の改善や、健康意識を育成するため、町内産農産物の活用などに
よる安全・安心な学校給食の提供を図ります。また、給食費についても段階的無償化により安心
して学校生活が送れるよう支援します。

３. 心の悩みへの対応

●様々な悩みや課題を抱えるこどもたちに対し、さわやか相談室や教育相談室をはじめとした多様
な相談体制を整えるとともに、一人ひとりを生かす効果的な指導や解決ができる環境の充実を図
ります。

●いじめの発生を防止するために、「杉戸町いじめ防止等のための基本方針」に基づく早期把握と
迅速かつ適切な対応に努めます。

関連する
SDGs
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主な取組 担当：学校教育課、教育総務課

・すぎと・ふるさと学習の推進
・いじめ防止への取組
・小・中学校における体力向上の推進

＜関連する計画＞
・杉戸町こども計画
・第３次杉戸町教育大綱
・杉戸町教育行政重点施策
・杉戸町いじめ防止等のための基本方針
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施策 6 質の高い学校教育の推進と教育環境の整備・充実

関連する
SDGs

1. 教職員の資質向上と働き方改革の推進

●学校教育の質を高めていくため、教職員に対する研修の充実や効果的な授業の研究、関係機関と
連携した、教職員の資質・授業力の向上を図ります。

●教職員の長時間勤務の縮減を図り、こどもと向き合う時間を確保するなど、教育の質を向上させ
るため、学校における働き方改革を推進します。

主な取組 担当：学校教育課、教育総務課

・小・中学校の環境整備
・教職員研修の充実

２. 安心・安全で快適な教育環境の整備

●児童・生徒が安心して学ぶことのできる環境を整えるため、学校施設（老朽化したトイレの改修
等）・設備（照明器具のＬＥＤ化、情報化に対応した校内ＬＡＮ整備、空調機設置等）の充実や、
教養・価値観・感性等を育む学校図書の充実など、安心・安全で快適な教育環境の整備を推進し
ます。

＜関連する計画＞
・第３次杉戸町教育大綱
・杉戸町公共施設総合管理計画・杉戸町個別施設計画
・杉戸町教育行政重点施策
・学校における働き方改革基本方針
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施策 7 家庭・地域と一体となった教育の推進

関連する
SDGs

1. 家庭・地域と共にある教育環境の整備

●地域住民や保護者が力を合わせて学校運営に取り組むことで、地域とともにある学校づくりを推
進します。

●家庭での教育力向上に向けた取組を充実させるとともに、学校と保護者や地域の方が共に知恵を
出し合い、一体となった教育の推進を図ります。

●地域に開かれた幼稚園を目指すため、祖父母、保育園や小中学生などの世代間交流を通して、豊
かな生活体験を取り入れます。

主な取組 担当：学校教育課、社会教育課、子育て支援課

・学校運営協議会（コミュニティ・スクール）の推進
・放課後子供教室の運営

＜関連する計画＞
・杉戸町こども計画
・第３次杉戸町教育大綱
・杉戸町教育行政重点施策
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■ 未来像 2 の実現に向けた町民 ・ 地域 ・ 団体 ・ 事業者のアクション （行動） ■

■　地域とともにある学校づくりを推進するため、学校運営協議会に積極的に協力します。
■　学力の向上や健全な心と体を育む教育に協力します。
■　行事や授業、体験学習の支援など、地域ぐるみの学びを支援します。
■　就労の選択肢を広げるため、町内事業者などが、職業や農業体験の機会を提供します。
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未来像3 生涯を通じて学び、郷土とひとに愛着を持てるまち　＜社会教育・共生＞

施策の方針（目指す姿）

すべての町民が、多様な生涯学習を通じて心豊かに暮らせる
すべての町民が、自分らしさを見つけて社会の中で活躍できる

■ 現状と課題 ■

・高齢化の進展や平均寿命の延びなどにより、人生 100 年時代と言われる中、経済的な豊かさ
を楽しむのだけではなく、精神的なゆとりや心の豊かさをもたらす活動を楽しむことが求めら
れるようになりました。一人ひとりの心に充足感や豊かさ、生きる喜びが得られるよう、多様
なニーズに対応した学習機会の提供と、そこで得た自身の知識・技能を地域社会において発揮
できる場が求められています。

・手軽にいつでも楽しめるスポーツ活動に注目が集まり、また、非対面で行うことができる活動
も広がり始めています。スポーツ活動の大切さや楽しさを広める活動を含めて、スポーツへの
意識高揚を図っていくことが求められています。

・誰もが差別されない社会を実現するため、人権問題に対して引き続き取り組むとともに、相談
体制のさらなる充実が求められています。

・地域に住む外国人も増加しており、多様な言語や習慣などへの対応が求められているほか、自
治体同士の交流による地域の活性化や広域的な連携の必要性も高まっています。

■ 指     標 ■

成果指標 現状値（R6） 目標値（R12）

生涯学習講座・教室等受講者数 5,071 人 7,271 人

社会教育施設利用者数 216,335 人 229,644 人

図書館の一人当たり貸出冊数 4.7 冊 6.6 冊

生涯学習講座・教室等講座数 157 件 260 件

町指定文化財の保存数（有形・無形） 26 件 29 件

歴史・文化財の活用数 2 件 7 件

スポーツ教室等参加者数 2,682 人 3,000 人

体育施設利用件数 25,149 件 26,702 件

人権・男女共同参画に関する講演・研修への参加者数（累計） ―　人 1,317 人

附属機関女性委員登用率 32.1％ 40.0％

国際交流事業参加者数 936 人 992 人
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■ 主要施策 ■

施策 8 自ら学べる環境の充実

関連する
SDGs

1. 生涯学習機会の充実

主な取組 担当：社会教育課

２．図書館サービスの充実

●町民が生涯に渡って主体的に学び続けられる環境を実現するためには、学びの機会の質と量を向
上させる必要があります。出前講座等の質を高めるとともに、多様なニーズに対応した講座を充
実させることで、町民の参加意欲の向上を図ります。

●町と連携協定を締結した大学・高等学校・企業等と協働し、子ども大学すぎと及びすぎと町民大
学等の、年齢やライフステージに合わせた学習活動の場の充実を図ります。

●町民が新たな発見や学びを深められる場を提供するためには、図書館の利便性と魅力を高める必
要があります。蔵書の充実やサービスの向上を図るとともに、多世代の関心に応じたイベントや
プログラムを充実させることで、知的好奇心の向上と利用促進を図ります。

●様々な理由で図書館へ行くことが難しい方でも、電子図書館を利用することで時間や場所を選ば
ずインターネットを通じて図書館にアクセスし、図書を借りて読むことができるよう運用します。

・子ども大学すぎと等の運営
・図書の貸出、読書イベント等の利用促進
・生涯学習講座の利用促進
・電子図書館の運用

＜関連する計画＞
・杉戸町立図書館サービス計画
・第３次杉戸町教育大綱
・杉戸町生涯学習推進計画
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施策 9 町の歴史・文化の保存と活用

関連する
SDGs

1．文化財等の保存・活用

主な取組 担当：社会教育課

２．歴史や文化に触れる機会の充実

●町の歴史や文化を後世に継承していくため、町内の史跡や文化財を適正に保護・保存するととも
に、無形文化財をはじめとした文化財の保存団体、後継者の確保を図ります。また、従来の保存
方法だけでなく、ＩＣＴ技術の活用など、多様な保存方法を検討します。

●町の歴史や文化財を活用した講演や展示を充実させるとともに、杉戸宿をはじめ、町の歴史や文
化を町の魅力発信の資源として活用を図ります。また、ＳＮＳなどを活用した積極的な情報発信
を図ります。

●町民への地域文化の理解を深め、郷土への愛着を醸成していくため、町の歴史や文化の普及啓発
を図るとともに、小中学校や高校の学習に活用するなど、多くの世代に町の歴史や文化を伝えて
いく機会の充実を図ります。

・町の歴史・文化財の活用
・町指定文化財の保存
・埋蔵文化財の調査・記録

＜関連する計画＞
・第３次杉戸町教育大綱
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施策 10 多様なスポーツ活動の普及促進

関連する
SDGs

1．スポーツ活動の促進

主な取組 担当：社会教育課

２．スポーツ環境の整備

●誰もが身近にスポーツを楽しめる環境を整えるため、スポーツイベントの開催や総合型地域ス
ポーツクラブ活動への支援など、誰もが参加しやすいスポーツ活動の普及促進を図ります。

●多様なスポーツ活動を支援し、スポーツによる心身の健全育成はもとより、スポーツを通じたま
ちおこしや地域の活性化、地域コミュニティの醸成を図ります。また、様々なスポーツに関する
情報提供を図ります。

●地域と一体となったスポーツ活動を推進していくため、各種スポーツ団体の育成や支援を行うと
ともに、活動を支える指導者やボランティアの育成、支援の充実を図ります。

●既存の社会体育施設の適切な維持を行い、町民のスポーツ・レクリエーション活動の拠点として
活用を図ります。

・生涯スポーツや健康づくり事業の推進
・生涯スポーツイベントの開催
・社会体育施設等の維持管理

＜関連する計画＞
・杉戸町健康増進計画・食育推進計画
・第３次杉戸町教育大綱
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施策 11 青少年の健全育成

関連する
SDGs

1．青少年の社会参加の促進

主な取組 担当：子育て支援課、関係課

２．青少年に係る非行・犯罪等の防止

●青少年の健全育成に関する啓発活動や地域での体験活動などにより、社会の一員であることを自
覚し、自ら進んで社会参加できる青少年の育成を図ります。

●インターネットやＳＮＳ等を利用した犯罪に巻き込まれないよう、また、他人への攻撃などをし
ないよう、安心してインターネット等を利用できる環境づくりや啓発を推進します。

・青少年健全育成連絡協議会の運営
・インターネットの危険性や適正利用等の啓発事業等の実施
・非行防止パトロールの実施

＜関連する計画＞
・第３次杉戸町教育大綱
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施策 12 人権と多様性の尊重

関連する
SDGs

1．人権の尊重

主な取組 担当：人権・男女共同参画推進課、関係課

２．ジェンダー平等の推進

●すべての人の人権が尊重される社会の実現を図るため、学校や家庭、地域など、あらゆる場を通
じて人権教育や啓発を効果的・継続的に推進し、部落差別をはじめとする様々な人権問題の正し
い理解と認識を深めるため、各種研修会や指導者の養成などに取り組み、人権尊重意識の高揚を
図ります。

●人権擁護委員や民生委員・児童委員等と連携し、当事者の立場に立ったきめ細かな相談活動がで
きる体制を整え、問題の早期解決に向けた自立支援や人権擁護等の取組の充実を図ります。

●性的マイノリティ（ＬＧＢＴなど）に対する理解促進を図り、性の多様性を尊重する社会を目指
して、パートナーシップ・ファミリーシップ制度等の周知啓発を図ります。

●男女がお互いを尊重し、自分らしい生き方ができるよう、職場での男女平等、育児・介護休業制
度の活用、政策・方針決定の場への男女共同参画などを促進するとともに、ＤＶ（ドメスティッ
ク・バイオレンス）やハラスメントの防止、ジェンダー克服等のための学習機会や情報の提供に
より、地域や家庭等における男女共同参画意識の高揚を図ります。

●配偶者等からの暴力をはじめ、自立した生き方を阻害する様々な問題に悩む方を支援するため、
相談体制の充実を図ります。

・人権教育・啓発・研修等の実施
・男女共同参画研修等の実施
・ＤＶ・ハラスメントの防止
・女性相談窓口の設置

＜関連する計画＞
・杉戸町人権施策推進指針
・すぎと男女共同参画プラン（第６次）
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施策 13 国内外交流・多文化共生の推進

関連する
SDGs

1．多文化共生社会づくり

主な取組 担当：住民協働課、学校教育課、関係課

２．交流によるまちづくりの推進

●様々な国や地域との交流活動を通して、異なる国や地域の文化、生活習慣への理解を深めるとと
もに、町内に住む外国人の地域参加を促進します。

●国際化に対応する人材を育成するため、姉妹都市である西オーストラリア州バッセルトン市との
交流に加え、様々な方法での交流事業や、国際交流協会をはじめとした自主的な交流活動の支援
の充実を図ります。

●災害時の協力体制の構築や連携事業による交流人口の増加などを推進するため、福島県双葉郡富
岡町、埼玉県児玉郡神川町との交流をはじめ、日光街道周辺の自治体との連携など、地域間の交
流と連携の強化を図ります。

・オーストラリア・バッセルトン市との交流事業
・国内都市との交流事業の実施
・国際交流協会の支援
・児童・生徒等の相互交流の実施
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■ 未来像 3 の実現に向けた町民 ・ 地域 ・ 団体 ・ 事業者のアクション （行動） ■

■　生涯を通じて学びの姿勢を持ち、様々な生涯学習活動を行います。
■　町や地域の歴史・文化等に関心を持ち、保存や活用に努めます。
■　知識や技術、経験などを活用し、地域での学びや体験・交流機会の創出に努めます。
■　様々なスポーツに関心を持ち、体を動かす習慣を身につけます。
■　すべての年代の町民に対して多様性や人権、差別禁止の意識を高め、自他を尊重できるよ

うにします。
■　よりよいまちづくりの参考にするという意図も含め、周辺自治体や姉妹都市などと積極的

な交流を図ります。
■　多様な人々が互いにルールを守り、協力し合いながら共に暮らせる地域づくりに努めます。
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未来像4 自らの健康を守りながら安心して暮らせるまち　＜健康・福祉＞

施策の方針（目指す姿）

こどもから高齢者まで、一人ひとりが心身ともに健やかに暮らすことができる
地域のつながり・支え合いによって、不安や困りごとが解決できる

■ 現状と課題 ■

・近年、社会的孤立をはじめとして、個人・世帯の抱える課題が複雑化しています。こうした課
題に対し、地域と連携し、伴走支援を行う取組が必要です。さらに、地域住民等が参画しなが
ら地域を共に創っていく「地域共生社会」の実現を図ることが求められています。そのため、
地域の中で共に認め合い、助け合うことのできる取組が必要です。

・町民アンケートでは、年代・性別や健康への関心度等によって自分自身が健康であると感じる
割合が高い層とそうでない層に分かれている状況です。人生 100 年時代を迎え、自らの健康
を守りながら、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らしていくには、誰もが健康に過ごす
ことのできる期間、いわゆる健康寿命を長くするため、個人が健康を維持していくことができ
るしくみづくりが求められます。

・障がい者や高齢者が住み慣れた地域でいつまでも過ごすことができるよう、福祉サービスの充
実が求められます。

・人口減少や少子高齢化が進展する中での社会保障制度については、公費負担と受益者負担の適
正なバランスに配慮しつつ、持続的・安定的に制度を運営していくことが必要となります。そ
のためには、中長期的な各種サービスの需要や必要となる町の負担額を適正に把握することが
求められます。

■ 指     標 ■

成果指標 現状値（R6） 目標値（R12）

健康寿命（男性 65 歳） 18.33 歳 19.18 歳

健康寿命（女性 65 歳） 20.71 歳 20.88 歳

日常的に健康増進の取組を行っている人の割合 68.6％ 77.2％

がん検診受診率 14.3％ 16.6％

予防接種法に基づくＡ類疾病定期予防接種の平均接種率 88.2％ 95.9％

特定健診受診率 37.6％ 60.0％

日常的に近所づきあいをしている人の割合 21.7％（※） 33.1％

地域の活動に参加している人の割合 35.7％（※） 45.7％

シニアサロン数 25 団体 32 団体

げんき SUGI 体操実施団体数 24 団体 35 団体

障がい者の新規就業人数（障がい者就労支援センター経由） 17 人 20 人

要介護・要支援認定率 16.5％ 19.5％
（※）令和 5（2023）年の現状値
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■ 主要施策 ■

施策 14 自主的な健康維持の促進

関連する
SDGs

1．ライフステージ・ライフコースに応じた健康づくりの推進

主な取組 担当：健康支援課、町民課

２．疾病対策の推進

・自主的な健康管理の推進
・食育の推進
・健康相談、食事相談窓口の設置
・がん予防・検診の推進
・特定健康診査・特定保健指導の実施
・予防接種の実施

＜関連する計画＞
・杉戸町健康増進計画・食育推進計画
・杉戸町国民健康保険　第２期データヘルス計画・第４期特定健康診査等実施計画
・第２期杉戸町自殺対策計画

●がん検診や生活習慣病の予防に向けた特定健診など、病気の予防や早期発見につながる取組の充
実を図ります。

●インフルエンザをはじめとした感染症対策のため、各種予防接種を実施するとともに、感染症に
関する正しい知識の普及を図ります。

●国や県などからの情報収集に努め、感染の状況や支援に関する正確な情報の把握と迅速な町民へ
の提供を図ります。また、感染拡大などが発生した場合の体制の強化を図ります。

●自分の健康は自分で守るという考えのもとに、誰もが自主的に健康を維持していくことができる
よう、健康に関する正しい知識の普及や相談体制の充実と、情報提供や体を動かす機会の充実
を図ります。

●食育に対する正しい知識を広く啓発し、健康的な生活習慣の定着や生活習慣病の発症リスクの軽
減を図ります。

●精神保健に関する正しい知識の普及や相談を受けやすい体制の整備、自殺対策のためのゲート
キーパー養成など、心の健康を保っていくための取組の充実を図ります。
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施策 15 地域医療体制の充実

関連する
SDGs

1．地域医療連携・救急医療体制の推進

主な取組 担当：健康支援課、関係課

２．かかりつけ医づくりの推進

・地域医療体制の整備
・休日診療等の実施

＜関連する計画＞
・杉戸町健康増進計画・食育推進計画

●いつでも健康に関することを、なんでも相談できる「かかりつけ医」や「かかりつけ薬剤師」等
とのつながりが持てるよう、周知・啓発を図ります。

●町民が安心して医療を受けることができるよう、関係機関や近隣市町との連携により、広域的な
救急医療体制や、休日診療の運用など、地域の医療体制の整備を図ります。

●二次救急医療機関の役割を担う中核的病院の誘致を近隣自治体と協力して目指します。
●救急医療提供体制の確保のため、救急相談等の活用について周知・啓発を図ります。
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施策 16 地域で支え合い、助け合う体制づくり

関連する
SDGs

1．人と人がつながり互いに助け合う体制づくり

主な取組 担当：福祉課、高齢介護課、関係課

２．町民や地域に寄り添う人材・団体等の育成と活動支援

・高齢者と地域のつながり再生事業
・社会福祉協議会の活動支援
・成年後見・権利擁護推進事業
・民生委員・児童委員・保護司の活動支援

＜関連する計画＞
・第３次杉戸町地域福祉計画

●社会福祉協議会や民生委員・児童委員、そして地域で活動するＮＰＯ、ボランティア団体、自治
会など、地域に密着し、地域のつながりを支える団体や人材の育成・支援を図ります。

●一人ひとりの権利や意思決定といった権利擁護を支援し、専門家等と連携しながら伴走するネッ
トワークを構築します。

●シニアサロン等の地域の交流の場により、誰もが住み慣れた地域に仲間やつながりができること
で、お互いに支え合い、安心して自分らしく暮らすことができるように、見守り活動、地域の
子育て支援活動など、地域の自主的な活動の支援・充実を図ります。

●地域共生社会の実現に向けて、一人ひとりのくらしと生きがいを地域と共に創るため、人と人、
人と地域がつながり支え合う活動への支援やネットワークを構築します。



第６次杉戸町総合振興計画後期基本計画

第
２
部

後
期
基
本
計
画

79

施策 17 高齢者福祉の推進

関連する
SDGs

1．地域包括ケアシステムの推進

主な取組 担当：高齢介護課

２．いつまでもいきいきと暮らせる地域づくり

・げんきＳＵＧＩ体操の推進
・地域包括支援センターの運営
・介護予防情報の発信

＜関連する計画＞
・第３次杉戸町地域福祉計画
・杉戸町高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画

●高齢者が生きがいを持って豊かな生活を送れるよう、交流や社会参加の場であるシニアサロンや
老人クラブなどの活動を支援するほか、高齢者の経験や知識、技能を活かすことができるよう、
就業や社会参加を促進します。

●高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らすため、介護予防をきっかけに地域でつながりが持て
るよう、啓発活動や情報提供及び町民主体となる介護予防の取組の充実を図ります。

●高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らすことができるよう、地域包括支援センター
での総合的な相談を行うとともに、緊急通報システムの運用や認知症サポーター養成などによ
る日常生活での安全の確保、要援護者あんしん見守りネットワークによる見守り活動など、高
齢者とその家族が住みやすい環境を整えます。

●介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしく暮らすことができる環境を整えるため、
住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築を推進
します。



第
２
部

後
期
基
本
計
画

80

施策 18 障がい者福祉の推進

関連する
SDGs

1．自立と社会参加の促進

主な取組 担当：福祉課

２．障がいに対する理解の促進

・埼葛北地区基幹相談支援センターの運営及び埼葛北地区地域生活支援拠点の運営
・障がい者就労支援センターの運営
・重度心身障がい者への経済的支援事業
・障がい者週間記念事業等の実施
・手話及び手話言語の理解・普及

＜関連する計画＞
・第３次杉戸町地域福祉計画
・第６次杉戸町障がい者福祉計画
・第７期杉戸町障がい福祉計画・第３期杉戸町障がい児福祉計画

●障がいの有無にかかわらず、ともに認め合い、支え合う地域づくりを推進していくために、障害
者差別解消法に基づく障がいを理由とする差別の解消や合理的配慮について積極的な周知、啓
発を図るとともに、障がいのある人への虐待の防止や権利擁護の推進を図ります。

●障がいのある人の相談支援体制を充実させ、日常生活や将来を見据えた支援を行うため、基幹相
談支援センター及び地域生活支援拠点を運営するとともに、障がい者就労支援センターなどを
運営することにより、障がいのある人の就労支援の充実を図ります。

●障がい者週間記念事業等による交流機会の創出など、障がいのある人が住み慣れた地域で安心し
て生活を送ることができるよう、地域への参加機会の創出を図ります。
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施策 19 安定した社会保障制度運営

関連する
SDGs

1．適正な制度運営

主な取組 担当：町民課、高齢介護課、福祉課

２．疾病予防・介護予防の推進

・国民健康保険特別会計の運営
・後期高齢者医療特別会計の運営
・介護保険特別会計の運営
・生活困窮者自立相談支援機関等及び東部中央福祉事務所との連携推進

＜関連する計画＞
・杉戸町高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画
・杉戸町国民健康保険　第２期データヘルス計画・第４期特定健康診査等実施計画

●町民の健康や介護に対する意識を高め、病気の予防や介護予防を推進することで医療費等の抑制
を図るとともに、町民の元気で健康な生活の実現を図ります。

●国民健康保険制度や後期高齢者医療制度、介護保険制度をはじめとした社会保障制度への理解や
関心を高め、給付と負担のバランスを図りながら適切な制度の運用を図ります。

●持続的な制度の運用を図るため、保険税（料）などの滞納解消に努めます。

３．生活困窮者の自立支援

●生活に困窮する町民に対し、関係機関と連携した生活相談や就労支援などを行うとともに、必要
に応じて生活保護制度の利用につなげるなど、生活の安定と自立を促すため、様々な社会保障
制度の適切な利用につなげます。
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■ 未来像 4 の実現に向けた町民 ・ 地域 ・ 団体 ・ 事業者のアクション （行動） ■

■　健康づくりに関心を持ち、自主的な健康維持の活動を行います。
■　転入して間もない町民や、孤立していると思われる町民等も含めて地域とつながることが

できるよう、近所同士であいさつや声かけを行います。
■　散歩のついでなど、気軽な気持ちで見守り活動を行います。
■　こども、高齢者、障がい者、外国人など、すべての人が暮らしやすい地域を目指します。
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未来像5 地域がつながり、安全で災害に強いまち　＜防災・交通・防犯＞

施策の方針（目指す姿）

自助・共助・公助により、災害時の被害が最小限に抑えられる
交通事故や犯罪、消費者トラブル等から町民が守られている
空き家の適正管理・利活用等ができている

■ 現状と課題 ■

・近年は、大きな災害が頻発し、本町においても台風接近に伴い自主避難所を開設するなど、災
害に対する備えや発生時の対応の重要性はますます高まっています。しかしながら町民アン
ケートでは、避難路・避難所を特に若い世代等が知らない傾向となっています。そのため、様々
な災害に備えたまちづくりを引き続き実施していく必要があります。また、町民だれもが自分
の安全は自分で守る「自助」や、まわりの人と協力しあって守る「共助」などの考え方を広く
周知するため、自主防災組織への支援を続けるとともに、高齢者や障がい者への支援・配慮も
必要となります。また、ジェンダーレス対応の避難所の推進として、女性防災士の育成が必要
となります。

・防犯について、刑法犯認知件数は減少傾向にあるものの、特殊詐欺、インターネットを介した
犯罪など、社会情勢に応じた新たな手口の犯罪が発生しており、対策が求められます。

・交通安全について、交通事故発生件数は減少傾向にあるものの、自転車関連事故の割合が増し、
特に高齢者が関わる事故が多いことから、自転車運転時の交通マナーなどの啓発がさらに必要
です。

・高齢化や人口の減少に伴って町内の空き家が増加し、防犯環境や環境衛生の悪化が懸念されて
います。所有者に対し空き家の発生予防の啓発を行うとともに、周辺の防犯環境や生活環境に
影響を及ぼす、管理不全の空き家について、適正な管理を指導する必要があります。

■ 指     標 ■

成果指標 現状値（R6） 目標値（R12）

防災協定締結数 54 件 60 件

地区防災計画策定率 2.0％ 10.0％

自主防災組織の防災士所属率 41.2％ 70.0％

避難路・避難所を知っている人の割合 69.2％ 90.0％

災害時要支援者個別計画策定率 50.3％ 59.0％

交通事故発生件数 124 件 118 件

犯罪発生件数（刑法犯認知件数） 284 件 270 件

管理不全空き家解消件数（累積値） ―　件 25 件
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施策 20 様々な災害に備えたまちづくり

関連する
SDGs

２．地域防災力の強化

●災害の発生に備え、災害対応のマニュアル化や自主防災組織の支援、地域での防災訓練や防災士
と消防団の連携強化などによる、平時から災害を想定した対策や準備を推進するとともに、ハ
ザードマップや避難所の周知により、町民の防災意識を高め地域の防災力の強化を図ります。

●災害の発生が予想される場合や災害の発生時に、必要な対応を迅速に行うことができるよう、災
害対策本部の運営や関連機関との連携、各分野での初動対応などについて、情報の共有や訓練
の実施などにより、職員や関係機関の対応力の強化を図ります。また、食料などの備蓄品の整
備や、地域の事業者との防災協定を通じて物資の供給体制の強化を図ります。

●災害発生時に迅速な対応や避難を行うための情報を提供していくため、防災無線をはじめとした
多様な情報提供手段の確保を図るとともに、デジタル技術やドローン等の活用により、情報の
収集・提供体制の強化を図ります。

●誰もが命を守る効果的な避難行動をとることができるよう、タイムラインの作成や災害時要支援
者の把握、障がい者の防災訓練への参加や学校における児童・生徒の安全確保など、地域の実
情に沿った避難行動の確立を図ります。

３．防災対策の推進

●災害による被害を最小限とするため、老朽化した施設等の計画的な更新や定期的な点検を実施す
るとともに、道路の冠水対策など、様々な災害に備えた対策の強化を図ります。また、主要河
川の治水対策などについて、管理者である国及び県に対し、維持管理や防災対策について要望
していきます。

1．危機管理体制の整備

■ 主要施策 ■
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主な取組 担当：危機管理課

・自主防災組織の育成
・防災備蓄品の整備
・防災行政無線の運用
・ハザードマップの更新

＜関連する計画＞
・杉戸町地域防災計画
・杉戸町国土強靱化地域計画
・杉戸町国民保護計画
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施策 21 身近な安心・安全の確保

関連する
SDGs

1．消防体制の強化

２．交通安全の推進

●交通安全活動や交通安全教育の実施により、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの周知・啓発
を図ります。警察などの関係機関と連携しながら交通安全施設を整備し、交通事故の減少・防
止に努めます。また、自転車の事故を防止するため、自転車利用時の交通安全意識の向上に取
り組みます。

●埼玉東部消防組合や消防団の出動体制を確保し、消防救急体制の充実・強化を図るとともに、町
民による火災予防への取組や適切な救急車の利用を啓発します。また、自主防災組織等の活動
を支援するため、初期消火訓練や救急救命講習などを実施し、消防・救急知識の普及を図ります。

３．防犯対策の充実

●身近に起こり得る犯罪を防止し、安心して生活できる環境を整えるため、警察や防犯協議会など
の関係機関と連携した地域防犯体制の強化や、防犯灯をはじめとした防犯設備の充実を図りま
す。また、武力攻撃やテロ行為などから町民を守るため、関係機関と必要な連携・協力体制を
整備します。

●こどもの安全確保のため、保護者や学校、地域の連携による見守り活動や下校時の一斉放送など
による登下校時の交通事故や不審者等からこどもたちを守る安全確保の取組を推進するととも
に、ホッとハウスをはじめとしたこどもたちを犯罪から守る仕組みの充実を図ります。

４．消費生活の安全性向上

●犯罪を未然に防ぐため、警察や防犯協議会と連携し、各種情報発信手段を活用した注意喚起を行
います。また、県消費生活支援センターとの連携や広域的な対応による消費生活相談の実施に
より、被害発生時における迅速な解決を図ります。特に、高齢者の被害が多いことから、高齢
者が被害に遭わないためのアドバイスや啓発活動を、消費生活団体等の関係機関と連携して行
うなど、高齢者に対するサポートの充実を図ります。
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主な取組 担当：危機管理課、産業振興課

・自転車交通安全教育の推進
・交通安全・防犯対策設備の整備
・交通安全・防犯対策の実施
・消費者保護対策の実施

＜関連する計画＞
・杉戸町地域防災計画
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施策 22 空き家対策の推進

関連する
SDGs

1．計画的な空き家対策

主な取組 担当：危機管理課、関係課

２．空き家の解消

・空き家・空き店舗の活用支援
・空き家の実態調査
・空き家所有者への適正管理の指導・助言
・空き家バンクの運営

＜関連する計画＞
・杉戸町空家等対策計画
・杉戸町立地適正化計画

●空き家の所有者等に対し、適切に管理するよう助言・指導するとともに、空家等対策協議会から
の専門的な助言を踏まえ、管理不全空き家の対策強化を図ります。

●所有者の死亡や相続放棄などにより所有者不明となった場合は、財産管理制度を活用した空き家
の解消を検討します。

●空き家の発生を予防するため、周知啓発を進めるとともに、相談体制の充実を図ります。
●特に空き家問題については、その約６割が相続を原因としているため、適切な相続対策の周知を

進めます。
●関係部署や地域団体との連携を強化し、移住や創業を希望される方の空き家や空き店舗の活用促

進に取り組みます。
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■ 未来像 5 の実現に向けた町民 ・ 地域 ・ 団体 ・ 事業者のアクション （行動） ■

■　町民主導の防災訓練に向けて地区単位で検討・企画を行うほか、地域の防災訓練などに参
加し、災害が起きたときの正しい行動を身に付けます。

■　災害が発生したときには、可能な範囲で地域の避難活動や復旧活動に協力します。
■　防犯意識や交通安全について積極的に情報収集を行い、意識を高めるとともに、地域の見

守り活動や啓発活動などに協力します。
■　隣近所にひと声かけるなど、日頃から地域のつながりを保ち、お互いに協力できる関係を

築きます。
■　家族が健在なうちから、将来誰がどのように家を管理するか話し合い、空き家が管理不全

な状態になるのを未然に防ぎます。
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未来像6 魅力ある産業を育み、発信できるまち　＜産業・情報発信＞

施策の方針（目指す姿）

事業者が活気にあふれ、成長し、新たな事業が展開されている
町の魅力発信により、知名度が向上しにぎわいが生まれている

■ 現状と課題 ■

・本町の産業は、担い手不足をはじめ、グローバル化の加速や大型郊外店の出店、インターネッ
トの通販の進展等による地域経済への影響が懸念されています。町民ワークショップでは、農
業振興や農業による活性化に関する意見が多く挙がっています。

・今後、本町の産業がより発展していくためには、既存の事業者や新規創業者に対する所得向上
及び経営継続を支援しつつ、本町の資源を生かしながら、独自のブランドや特徴を明確にした
産業を振興することが必要です。

・本町の魅力を感じることができる地域資源の掘起しを進めるとともに、本町の魅力を広く知っ
てもらうためのシティプロモーションを引き続き推進していくことが必要です。

■ 指     標 ■

成果指標 現状値（R6） 目標値（R12）

新規就農者数（累積値） 5 人 11 人

新規創業件数（累積値） 70 件 130 件

観光入込客数 119,600 人 126,776 人

農地集積率 41.4％ 56.0％

町内産農産物活用数 97 個 115 個

地域資源数（推奨土産品、グルメなど） 40 個 49 個

アグリパークゆめすぎと来場者数 1,584,023 人 1,679,064 人

町ホームページアクセス数 1,910,403 件 2,870,000 件

杉戸町観光協会ホームページアクセス数 17,543 件 18,595 件

SNS フォロワー数 5,338 人 8,540 人

「すぎめー。」登録者数 3,567 人 3,995 人
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■ 主要施策 ■

施策 23 農業振興と６次産業化の推進

関連する
SDGs

1. 農業経営支援の充実

２. 農業を担う人材の確保・育成

●町の約半分を農地が占めている一方、農業の担い手不足が深刻となっているため、農地中間管理
機構による農地の集積・集約をはじめとした耕作基盤の整備とともに、農地やその周辺環境を地
域が共同で保全していく活動を支援し、優良農地の保全と確保を図ります。また、環境に配慮し
た取組やスマート農業を推進するなど、農業経営支援の充実を図ります。

●農業後継者や新たな就農者、認定農業者や農業法人などの多様な担い手を確保・育成し、町の農
業の持続的な発展を図ります。

３. 農産物の消費拡大促進と体験機会の創出

●生産者や出荷組合の支援による品質の向上や、付加価値の高い農産物の生産・加工品の開発など
を支援し、農業の６次産業化を促進します。また、対面販売・移動販売の実施や町内産農産物の
学校給食への活用など、販売機会の拡大や地産地消による農産物の消費の拡大を図ります。

●多くの来場者が訪れるアグリパークゆめすぎとにおいて、新鮮な農産物の販売体制の充実や、ニー
ズを踏まえた食堂メニューの開発、農業体験の拡充、広大な公園を活用したイベント等の積極的
な誘致を図るなど、アグリパークゆめすぎとのより一層の魅力向上を図ります。
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主な取組 担当：産業振興課

・新規就農者の確保・育成
・農地耕作条件の改善等による農地の集積・集約
・地域農業共同活動の支援
・農のサポーター育成塾の運営
・地域特産物・地域ブランドの開発
・アグリパークゆめすぎとの観光・交流拠点機能の強化
・埼玉県立杉戸農業高等学校等との連携事業

＜関連する計画＞
・杉戸農業振興地域整備計画
・農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想
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施策 24 商工業振興と起業にチャレンジできる支援体制の整備

関連する
SDGs

1. 連携による地域経済の活性化

２. 起業・事業拡大の促進

●地域経済を活性化し、にぎわいのあるまちを実現していくため、商工会やＮＰＯ法人等との連携
や、国及び県の支援制度の周知・活用により、町内企業や商店の支援体制の強化を図るとともに、
農業をはじめとした様々な業種と連携した取組の充実を図ります。

●様々な業種・業態の起業を後押しするため、商工会との連携や広域的な連携による支援の充実を
図るとともに、起業にチャレンジしやすいよう、起業前後の相談・支援体制や町独自の空き家や
空き店舗等活用に対する補助制度の充実を図ります。

３. 地元企業の応援

●町内事業者に対し、事業の継続や新たな取組への支援の充実を図ります。
●商工祭の開催など、商工業を地域で盛り上げる機会をつくります。

主な取組 

・創業支援事業の実施
・地元企業応援事業の実施

＜関連する計画＞
・創業支援等事業計画

担当：産業振興課
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施策 25 魅力ある雇用の創出

関連する
SDGs

1. 就労の支援

２. 雇用の創出

●町内での就業を支援するため、ハローワークと連携した相談会や情報の提供の充実を図るととも
に、若い世代をはじめとした町内就業の促進を図ります。

●障がい者就労支援センターやシルバー人材センターなどと連携しながら、障がい者や高齢者の雇
用の確保を図ります。

●企業への支援や多様な企業の誘致による新たな雇用の創出を図ります。

主な取組 

・魅力ある雇用創出事業の実施

３. 雇用環境の充実

●事業所における働きやすい環境づくりについて、事業主への啓発を図るほか、男女雇用機会均等
法の普及・啓発などにより、働く女性がその能力を十分に発揮できる雇用環境の実現を図ります。

担当：産業振興課
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施策 26 地域資源の掘り起こしと活用による観光振興

関連する
SDGs

1. 地域生産物のブランド化と魅力発信

２. 地域資源の発掘・観光振興の充実

●町内で生産・販売される農産物や商品などをはじめ、様々な産業や教育機関との連携による付加
価値の高い商品の開発・販売を推進し、「杉戸ブランド」として魅力を高めていくことで、産業
の活性化と町の魅力の向上を図ります。

●町内で生産・販売される農産物や商品、アグリパークゆめすぎとをはじめとした施設や町の歴史・
文化、古利根川流灯まつりなど、町の魅力発信や地域の活性化につながる地域資源の充実を図り
ます。

●マスコットキャラクターや杉戸宿、古利根川流灯まつり、大落古利根川を活用した事業などの資
源を効果的に活用した地域のにぎわい創出や、交流人口の増加を図る取組により観光振興を図り
ます。

主な取組 

・古利根川流灯まつりの開催
・推奨土産品のＰＲ
・マスコットキャラクターの活用

担当：産業振興課、関係課
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施策 27 人を惹きつける魅力的なシティプロモーションの推進

関連する
SDGs

1. 町民への行政情報の発信

主な取組 

・シティプロモーションの推進
・移住・定住促進プロモーションの推進
・公式ＳＮＳの運用

担当：秘書広報課、関係課

●より分かりやすく伝わりやすい広報紙を目指し、町民へ行政情報やイベント等の情報を届けます。
また、町民が必要な行政手続きなどの情報にいつでもアクセスできるよう、ホームページ等の充
実を図ります。

●若い世代や子育て世代に向けた情報発信を充実させるとともに、必要なときに必要な情報を得ら
れるよう、ホームページや広報紙のほか、ＳＮＳ等の多様なメディアの活用を図ります。

２. ひとの流れを作るシティプロモーション

●多くの人に杉戸町の魅力を知ってもらい、誰もが杉戸町を「来たい、見たい、知りたい」まちと思っ
てもらえるよう、ホームページやＳＮＳをはじめとする各種メディアを活用したプロモーション
を強化し、町の知名度の向上を図ります。また、庁内が一体となってシティプロモーションを推
進できるよう体制を整備します。

●町内外の若い世代や子育て世帯に対して、「住みたい町」「住み続けたい町」となるようにプロモー
ションを実施します。また、これからの地域の担い手となる世代を中心に、町への愛着を高めて
いくことで、関係人口の創出・拡大及び定住人口の増加を目指します。

●ふるさと納税を通じて町や地場産品の魅力をＰＲすることで、町を応援してくれる寄附者を増や
し、関係人口の拡大を目指します。
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■ 未来像６の実現に向けた町民 ・ 地域 ・ 団体 ・ 事業者のアクション （行動） ■

■　町内産の農産物や食品をブランド化し、積極的に消費・活用します。
■　農地やその周辺の保全に努めます。
■　企業における町内在住者の雇用に努めます。
■　子育て中の保護者や高齢者、障がい者など様々な人が働きやすい就業環境の実現に努めま

す。
■　新たな就農者や起業者を受け入れることができる地域を作ります。
■　空き家や空き店舗等を活用して、事業を行うことができるよう支援します。
■　町に愛着を持ち、農産物や歴史、文化など、町が持つ様々な魅力を内外に発信します。
■　情報交換や相談、新規事業の企画ができるよう、事業者や活動したい町民が集まれる仕組

みを作ります。
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未来像７ 機能的で自然と調和した快適なまち　＜都市基盤・環境＞

施策の方針（目指す姿）

どの年代においても、安心して快適に移動・生活ができる
自然環境を保全することで、安らぎのある住環境が創出されている

■ 現状と課題 ■

・すべての町民が安全で快適な生活ができるような住環境を確保するため、道路、公園、上下水
道などの都市基盤を計画的に整備していくとともに、老朽化した施設についても計画的に改修
や補修を実施することが必要です。

・町民ワークショップ（10 代）では、「地域によって若い世代が少ない」や「居住人口が少ないなど、
居住地域によって偏りがある」といった意見が複数挙がっています。本町の開発許可制度の基
準に基づき、良好な宅地水準の確保に努めてきましたが、東武動物公園駅と本町を結ぶ都市計
画道路の整備や、近隣市町を結ぶ都市計画道路の整備に伴う周辺地域の開発による中心市街地
の活性化、道路沿道の良好な住宅環境等の整備などが求められています。

・地球温暖化の問題をはじめとする環境問題にも十分配慮しながら、都市基盤等の整備を進める
とともに、引き続き、自然環境の保全や再生可能エネルギーの利用など、環境に関する情報提
供・周知を図ることが求められています。

■ 指     標 ■

成果指標 現状値（R6） 目標値（R12）

住環境に関する満足度
（バリアフリー、市街地整備、景観、公園等満足度） 24.2％ 40.0％

インフラ整備に対する満足度 25.2％ 40.0％

水道耐震管延長 76,467 ｍ 91,713 ｍ

下水道水洗化率 91.1％ 92.4％

町内巡回バス利用者数 23,670 人 25,090 人

町民一人当たりのごみ排出量 240.09kg 210.85kg

ごみのリサイクル率 20.3％ 26.0％

環境教育事業実施数 4 件 7 件

杉戸町役場の CO2 排出量 4,594,428kg 2,935,610kg
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■ 主要施策 ■

施策 28 快適で居心地の良い住環境の整備

関連する
SDGs

1. 誰もが安心して暮らすことができるまちづくりの推進

２. 安全で快適な住環境、道路環境の整備

●これからのまちづくりをデザインするための都市計画マスタープランや、立地適正化計画を踏ま
え町有地の活用など、町の活性化に寄与する土地利用方法について検討を行います。

●都市公園や子ども広場をはじめとした地域の交流の場、こどもの居場所を確保し、地域と共に計
画的な修繕等の維持管理を行うことで、地域コミュニティの発展や環境美化意識の向上を図りま
す。

●年齢や性別、障がいの有無にかかわらず、誰もが安全に施設や道路を利用できるよう、ユニバー
サルデザインのまちづくりを推進していくとともに、民間事業者と連携し、町民が利用する民間
施設や公共交通機関などのバリアフリー化を推進し、安全な活動範囲の拡大を図ります。

●良好な住宅環境を確保するため、開発許可制度による良好な宅地水準の確保を図るほか、屋外広
告物の規制などにより、快適な住環境の維持を図ります。

●騒音・悪臭などの公害の防止や空き地の適正管理の指導、不法投棄の対策、地域での環境美化活
動、衛生環境の保全を図ります。

●近隣市町を結ぶ都市計画道路の整備を進めることで、アクセス性向上を図ります。

３. 人がつどえる市街地の整備

●公共施設の敷地や町有地をはじめとした保有資産については、周辺地域と一体になった整備・活
用方法を検討するとともに、民間活力を活用するなど、様々な手法を取り入れながら、町の活性
化につながる公共空間の有効活用を図ります。特に、東武動物公園駅東口通り線周辺の整備につ
いては、道路の拡幅による通行の安全・安心確保に合わせて、周辺の地域資源を活用し、にぎわ
いを生み、居続けたくなるまちの創出を図ります。
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主な取組

・東武動物公園駅東口通り線整備事業
・開発許可制度の運用
・新橋通り線整備事業、下野久喜線整備事業

＜関連する計画＞
・杉戸町都市計画マスタープラン
・杉戸町立地適正化計画
・東武動物公園駅東口通り線周辺まちづくり構想

担当：都市施設整備課、市街地整備推進室、建築課
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施策 29 住民生活を支える計画的なインフラの維持・管理

関連する
SDGs

1. 災害に強い都市基盤・インフラの計画的な整備

２. 安定した水道水の供給・下水道の整備

●道路や橋りょうの適切な維持管理を行うとともに、車両や歩行者の通行量や安全性、災害時の必
要性などを踏まえ、老朽化対策や耐震化、バリアフリー化など、安心・安全な道路環境の確保の
ための計画に基づき整備や更新を図ります。

●水道施設の計画的な整備と長寿命化を図り、安全で安定した水道水の供給を図ります。また、災
害時における水道施設の復旧体制の確立、給水体制の強化など、災害時でも安定して水道水を供
給できる体制づくりを図ります。

●下水道供用開始区域内の下水道未接続世帯の解消を図ります。
●水道事業及び下水道事業においては、受益者負担適正化の観点から事業運営に必要な使用料水準

への改定を行い、持続的な事業運営を図ります。また、水道事業の広域化についても、引き続き
検討していきます。

主な取組

・道路・橋りょうの維持管理及び老朽化対策
・バリアフリー化の推進
・水道の整備
・下水道の維持管理

＜関連する計画＞
・杉戸町道路舗装修繕計画
・杉戸町橋りょう長寿命化修繕計画
・杉戸町上下水道耐震化計画

担当：都市施設整備課、上下水道課、関係課
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施策 30 地域の実情に即した公共交通網の確立

関連する
SDGs

1. 持続可能な公共交通の確保・整備

●町内移動の利便性の向上のため、町内巡回バスの運行を行うとともに、利用状況や利用者ニーズ
を踏まえた見直しを図ります。また、自動運転をはじめとした技術の進歩など、社会動向を踏ま
えながら様々な形態の交通手段を研究 • 検討し、地域の特性に合った公共交通網の確立を図りま
す。

●町民の日常生活に不可欠な交通手段として、鉄道及びバス路線の維持・確保を図るとともに、鉄
道、バス事業者に対し、利便性の向上や輸送力の増強などについて、働きかけを行っていきます。

主な取組

・公共交通網の充実
・町内巡回バスの運行
・公共交通に関する要望活動

＜関連する計画＞
・杉戸町都市計画マスタープラン
・杉戸町立地適正化計画

担当：住民協働課、総合政策課、関係課
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施策 31 安定したごみ処理の実施

関連する
SDGs

1. ごみや汚水の適正処理の継続

●環境センターは、「長寿命化総合計画」に基づく大規模改修工事の実施並びに施設保全を推進し、
環境センターの性能水準の維持と延命化を図り、安定した収集・処理体制を継続します。また、
将来的には広域化等の検討を進めます。

●公共用水域の保全と生活環境の向上のため、合併処理浄化槽への普及促進を図るとともに、下水
道事業の進捗に伴うし尿処理の減少と合併処理浄化槽の普及による浄化槽汚泥の増加を踏まえな
がら、広域的連携の下、し尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬・処理を継続します。

●ごみを出さない生活様式への転換を図り、環境負荷を低減していくため、分別収集の徹底や ３R 
運動（リデュース：発生抑制、リユース：再使用、リサイクル：再利用）の普及啓発、家庭用生
ゴミ処理機購入への助成などによるごみの減量化やリサイクルの推進を図ります。

主な取組

・長寿命化総合計画に基づく環境センターの大規模改修工事の実施及び適切な運営
・リサイクルの推進
・合併処理浄化槽の普及促進

＜関連する計画＞
・第２次杉戸町環境基本計画
・杉戸町一般廃棄物処理基本計画
・杉戸町環境センター長寿命化総合計画

担当：環境課
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施策 32 豊かな自然の保持と継承

関連する
SDGs

1. 自然環境に対する意識の向上

●町に残る豊かな自然の保持・継承のため、環境学習や環境に関する情報提供を充実し、町民の環
境保全意識の高揚を図るとともに、地域や関係団体と連携しながら、ごみ拾いなどの環境美化活
動を通じて、地域と一体となった環境保全活動の充実を図ります。

●町に残る豊かな自然に興味を持ち、その自然を守っていく気運を高めるため、みどりの学校ファー
ムでの自然体験や杉戸アースデーなど、自然や環境に親しむ機会の充実を図るほか、大落古利根
川の護岸や南側水路の維持など、町の水辺空間の活用を図り、町の自然を継承していく気運の醸
成や地域・人材の育成を図ります。

主な取組

・環境学習の実施
・地域の環境美化活動の推進
・南側水路の保全

＜関連する計画＞
・第２次杉戸町環境基本計画
・第４次杉戸町環境保全率先実行計画

担当：環境課、都市施設整備課、関係課

２. 緑化保全の推進

●開発時の緑地の確保や屋上・壁面緑化など、身近な場所での緑化の推進を図ります。
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施策 33 地球温暖化対策の推進

関連する
SDGs

1. 地球温暖化対策の推進

●地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量削減を目指し、省エネルギー、再生可能エネルギー
の導入、ライフスタイルの変革など、多岐にわたる取組を推進します。

●誰もが身近な温暖化対策に取り組むことができるよう、地球温暖化対策に関する教育や啓発活動
の充実を図り、家庭や企業における積極的な取組を推進します。

主な取組

・地球温暖化防止の啓発
・再生可能エネルギー設備の普及促進
・二酸化炭素排出量の抑制

＜関連する計画＞
・第２次杉戸町環境基本計画
・第４次杉戸町環境保全率先実行計画

担当：環境課

２. ゼロカーボンシティの推進

●住宅用太陽光発電設備や蓄電池設置など、地域における温室効果ガスの排出量削減に貢献する取
組に対する助成制度の周知・活用を引き続き図ります。

●公共施設の新規整備や大規模改修時に太陽光発電を含む再生可能エネルギーの導入を推進しま
す。
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■ 未来像 7 の実現に向けた町民 ・ 地域 ・ 団体 ・ 事業者のアクション （行動） ■

■　清掃活動や景観の維持など、身の回りの生活環境の保全に努め、快適な住環境の維持に協
力します。

■　インフラ整備や公共空間の活用など、まちづくりに関する様々な事業に協力します。
■　住居の建築や地域の開発の際には町の開発指導要綱による指導への協力に努めます。
■　鉄道やバスの安全な運行及び利便性の向上に努めます。
■　ごみの減量・分別や再生可能エネルギーの活用など、環境問題に関心を持ち、ボランティ

ア活動を積極的に行うなど、身近でできる取組に協力します。 
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未来像8 持続可能な町政運営を推進するまち　＜行財政運営＞

施策の方針（目指す姿）

町民が町政に関心を持ち、参画できている
多様な主体が協力・連携し、地域課題の解決に取り組めている
持続的な町政運営が効果的・効率的に行われている

■ 現状と課題 ■

・人口減少や少子高齢化の進展、さらには多発する大規模自然災害、デジタル社会への転換、日
本経済の低迷などにより、本町を取り巻く社会経済環境は大きく変化しています。

・生産年齢人口の減少に伴う税収の減少や高齢化による社会保障関係費の増大などが予測されて
おり、限られた財源の中で持続可能な行財政運営が求められています。

・信頼される行政運営を行うためには、多様化する町民ニーズや時代の変化に迅速に対応できる
行政職員の人材育成と担い手確保が求められています。

・より質の高い行政運営を実現していくためには、町民や企業、地域などと協力しながら、まち
づくりに取り組んでいくことが必要です。

■ 指     標 ■

成果指標 現状値（R6） 目標値（R12）

行財政運営に満足している割合 35.6％ 50.0％

経常収支比率 90.8％ 89.6％

実質公債費比率 6.4％ 6.2％

将来負担比率 ― ―

杉戸町コミュニティセンター利用件数 2,879 件 3,880 件

未利用公有地面積 27,247 ㎡ 25,612 ㎡

電子申請可能な申請数 128 件 204 件

附属機関委員の公募割合 7.2％ 20.0％

包括連携協定に基づく連携事業数 31 件 50 件

　本計画の「行財政運営」は、これまでの「第７次杉戸町行政改革大綱」のうち、今後も継続して
いく取組を加え、「杉戸町行政改革大綱」を包含するものとします。
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施策 34 町民参加のまちづくりの推進と地域の人材・組織の支援

関連する
SDGs

1．町政運営への参画機会の充実

●自治基本条例に基づいて、計画や条例などの策定過程における町民参加や会議の公開、各種委員
の公募、すぎトークの開催などにより、町政運営における町民の参加を促進します。

主な取組

・パブリックコメントの活用
・コミュニティづくりの推進
・杉戸町コミュニティセンターの運営

担当：住民協働課、関係課

２．地域で活躍する人材・コミュニティの育成

●町民、ボランティア団体、行政の連携強化に努め、よりきめ細かく地域課題への対応を進めると
ともに、地域で活動する団体等の活動を支援し、将来のまちづくりを担う地域の人材や団体の
育成・支援を図ります。

●町民、団体等の交流や主体的で多様な活動等を促進し、コミュニティの醸成を図り、住みよい地
域社会を実現するための拠点として、杉戸町コミュニティセンターを運営し、地域で活躍する
人材を育成します。
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施策 35 健全な財政基盤の確立

関連する
SDGs

1．長期的な視点に立った効率的な財政運営

●公正かつ適正な賦課徴収による税収の確保やふるさと納税の推進、受益者負担の適正化など、自
主財源の確保・増収に努めるとともに、事業の必要性や効果などを踏まえた行政資源の投入によ
り、計画的な財政運営を図ります。また、町の施策の実施状況や財政状況などを分かりやすく公
表し、町政の透明性の向上を図ります。

●施策実施の優先順位付けや行政評価制度の活用などによる計画的な行財政運営を推進するととも
に、効果的な行政運営を実現するため、様々な行財政改革の取組を推進します。

●未利用町有地について有効利用や有効活用を推進し、利活用が見込めない町有地等については、
売却や貸付などにより財源の確保を図ります。

主な取組

・自主財源の確保
・財務の透明性の確保
・アセットマネジメントの推進
・行政評価の実施

＜関連する計画＞
・杉戸町公共施設等総合管理計画（改訂版）
・杉戸町個別施設計画

担当：総合政策課、関係課

２．アセットマネジメントの推進

●人口減少や少子高齢化が進展していくことを踏まえ、施設の役割や利用状況を考慮しつつ、公共
施設等総合管理計画に基づき、老朽化した施設の長寿命化や更新、統廃合を進め、今後の行政
需要への対応を図ります。また、町有地については様々な分野での利活用を検討するほか、利
活用が見込めないものについては売却等を進めます。

●多くの町民が利用し様々な行政サービスの提供や災害時の対応などを担う役場庁舎について、老
朽化対策や災害対策本部機能の強化、ユニバーサルデザインへの対応など様々な課題を解決す
るため、計画的に整備を推進します。

●施設の維持管理や更新、統廃合に当たっては、民間の知見や資金を活用するなど、多様な形態で
の施設運用を検討します。
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施策 36 職員の資質向上・効果的な組織の実現

関連する
SDGs

1．職員が能力を発揮できる環境づくりと育成

●自治体業務に対する需要の増加や日々変化していく行政課題に対応していくため、より効果的な
職員研修を通じながら、職員一人ひとりが行政の担い手であることに誇りを持ち、事務事業に取
り組むための意識改革や能力を最大限に引き出すための人材育成を行うとともに、組織や個人の
持つ知識の共有化と明確化を図り、新たな施策の立案や事務の効率化を促進します。

●様々な行政需要に的確に対応できる組織の構築に努めるとともに、適正な定員管理と職員配置に
努めます。

主な取組

・行政需要に対応する職員配置と組織の構築
・人事評価制度による人材育成
・職員研修の実施

＜関連する計画＞
・杉戸町特定事業主行動計画
・杉戸町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画
・杉戸町人材育成基本方針
・杉戸町ＤＸ推進計画

担当：総務課、デジタル推進室、関係課

２．情報化社会に適した人材育成と情報セキュリティ対策

●自治体業務の効率化や行政サービスの向上を図るため、デジタル技術の活用推進と職員の活用能
力の向上に努めます。

●町が保有する情報を様々な脅威から守っていくため、各行政情報システムの安定稼働や機器の情
報セキュリティの強化を図るとともに、職員の情報セキュリティ意識・知識・行動レベルの一
層の向上を図ります。
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施策 37 効果的・効率的な行政運営

関連する
SDGs

1．業務の簡素化・効率化

●すべての事務事業に対して、その目的や内容を明確にするとともに、前例にとらわれず、業務プ
ロセスやその効果について見直し・検証を行い、各種事業を簡素で運用しやすいものに再構築し
ていきます。また、事務の標準化や広域的な事務処理など、効果的、効率的な事業の実施を図る
とともに、その効果を常に把握し、以後の検証や改善につなげていきます。

２．多様な連携の推進

●一部事務組合や事務の相互委託など、周辺の自治体と連携した効率的な事業運営を図るとともに、
行政サービスの維持や向上につながる効果的・効率的である分野においては、民間活力の導入
を推進します。

●企業のノウハウや人的資源を活用した地域課題解決や地域活性化を図るため、民間企業や大学・
高校等との包括連携協定に基づく連携事業を推進します。

３．DX（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

●行政手続きのオンライン化や窓口のデジタル化などにより、町民の多様なライフスタイルやニー
ズに対応した、手続きの負担軽減や利便性の向上を図ります。

●ＤＸの推進を通じて業務の効率化を図るとともに、捻出された人的資源を人でしか行えない業務
に充てることにより、行政サービスのさらなる向上を図ります。

４．窓口サービスの向上

●手続きの煩雑さの解消や窓口の待ち時間の短縮、利用者目線での窓口の配置など、誰もが分かり
やすく、使いやすい窓口になるようサービスの向上を図ります。
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主な取組

・事務事業の見直し等の実施
・民間活力の導入によるサービスの向上
・学校等との連携事業の推進
・広域連携の推進
・ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進
・窓口サービスの向上

＜関連する計画＞
・杉戸町ＤＸ推進計画

担当：総合政策課、デジタル推進室、関係課

■ 未来像 8 の実現に向けた町民 ・ 地域 ・ 団体 ・ 事業者のアクション （行動） ■

■　自助・互助・共助の考え方を持ち、誰もが、できることを見つけながらまちづくりに協力
します。

■　事業者・民間団体・教育機関等の多様な主体が、それぞれの強みを発揮しながら、町の事
業や取組に主体的に関わるほか、協働・連携を図ります。


